
 

 

令和７年３月７日 

郡市区等医師会長 殿 

 

大阪府医師会長 

加 納 康 至 

  (公印省略)  

 

社会保険診療報酬の所得計算の特例措置（四段階税制） 

の存続のためのアンケート調査の実施について 

 

 

平素は本会事業に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、日本医師会より標記について通知がありました。 

本通知は、社会保険診療報酬の所得計算の特例(四段階税制)の利用状況等を把握するた

めの、アンケート調査(厚生労働省・日本医師会共同実施)の協力依頼があったことをお知

らせするものです。 

 

四段階税制につきましては、小規模医療機関の事務負担を軽減することにより経営の安

定を図り、地域医療に専念できるようにするための税制として、日本医師会は従前よりそ

の存続を強く求め堅持してまいりました。今後もその利用実態を把握した上で、関係各所

と折衝することが重要であり、不可欠となります。 

 

詳細は別添(PDF)をご参照ください。 

調査票等は、日本医師会より直接、調査対象となる会員宛に発送されます。 

貴会におかれましては、本調査の実施についてご了知いただきますとともに、調査対象

に抽出された会員からお問い合わせがありました場合には、自主的な協力を促していただ

きたく、ご理解、ご協力の程、お願い申し上げます。 

 

（実施概要） 

 ・調査対象：日本医師会Ａ①会員（無作為抽出(全国 4,500件)） 

 ・調査期間：令和７年２月 28日(金)～３月 25日(火) 

 ・問い合わせ先：日本医師会 医業経営支援課（担当：宮澤） 

TEL：０３（３９４２）６５１９ 

 

＜担当＞ 大阪府医師会 経理課(冨田) 

〒543-8935  大阪市天王寺区上本町 2-1-22 

TEL: 06-6763-7005 FAX: 06-6764-0267 
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日医発第 1945 号（医経） 

令和 7 年 2 月 28 日 

都道府県医師会⾧ 殿 

公益社団法人日本医師会     

会⾧ 松本 吉郎 

（公 印 省 略） 

 

社会保険診療報酬の所得計算の特例措置（四段階税制）の存続のための 

アンケート調査の実施について 

 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

社会保険診療報酬の所得計算の特例（四段階税制）につきましては、小規模医療機関の

事務負担を軽減することにより経営の安定を図り、地域医療に専念できるようにするため

の税制として、本会は従前よりその存続を強く求め堅持してまいりました。 

 

今般、厚生労働省より本会に対し、四段階税制の利用状況等を把握するため、アンケー

ト調査への協力依頼がございました。 

四段階税制存続のためには、その利用実態を把握した上で、関係各所と折衝することが

重要であり不可欠です。そこで、本会は、厚生労働省と共同で「社会保険診療報酬の所得

計算の特例の利用状況等に関する調査」を下記により実施することと致しました。 

 

調査票等は、本会より直接、調査対象となる会員宛に発送させていただきます。 

貴会におかれましては、本調査の実施についてご了知いただきますとともに、調査対象

に抽出された会員からお問い合わせがありました場合には、趣旨をご説明いただき、自主

的な協力を促していただきたく、ご理解、ご協力の程、お願い申し上げます。 

 

［別添］ 

○ 会員各位宛依頼文 

○ 調査票 

○ 参考資料 
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記 
社会保険診療報酬の所得計算の特例（四段階税制）の利用状況等に関する調査 

１． 調査の目的 
医療機関における社会保険診療報酬の所得計算の特例（四段階税制）の利用状況等を

把握し、本制度の存続の必要性を明らかにし、税制要望の基礎資料とする。 

２．調査対象 
日本医師会Ａ①会員より、個人立の無床診療所（開設者または管理者）4,500 件 
層化無作為抽出により、診療所所在地が「政令指定都市・東京都特別区」、「中核市・

特例市」、「過疎地域」、「その他の地域」の区分別に各 1,125 件、計 4,500 件を抽出 

３．調査内容（詳細は調査票参照） 
令和５年分の社会保険診療報酬の所得計算の特例の利用状況等（収入金額、必要経費

額、所得金額、特例適用に伴う概算経費額および措置法差額、制度の必要性、他） 

４．発送・回収 
日本医師会から対象医療機関に調査票を直接郵送、同封の返信封筒により回収 

５．調査期間 
令和 7 年 2 月 28 日（金）～3 月 25 日（火） 

６．会員への送付資料（別添の通り） 

 会員各位宛依頼文 
 調査票 
 参考資料 
 返信用封筒 

７．その他 
集計・分析は日本医師会及び厚生労働省が行います。 
今回は、無記名のアンケートです。本会は厚生労働省に対して、無記名の回答データ

を提供します。また、回答者の推知につながる形で結果を公表することはありません。 
税務申告を会計事務所に依頼されている場合は、ご回答に際し、必要に応じて会計事

務所に確認・相談されることをお勧めします。なお、誠に申し訳ございませんが、謝礼
はございませんので、会員各位に費用が発生しない範囲でご協力いただければ幸甚です。 

８．お問合せ先 
日本医師会 医業経営支援課（担当：宮澤） 

TEL：０３（３９４２）６５１９（直通、９：３０～１７：３０） 
FAX：０３（３９４２）６５０３ メールアドレス：zeikei@po.med.or.jp 

以 上 
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日医発第 1938 号（医経） 

令和 7 年 2 月 28 日 

会 員 各 位 

公益社団法人日本医師会     

常任理事 宮川 政昭 

（公 印 省 略） 

 

社会保険診療報酬の所得計算の特例措置（四段階税制）の存続のための 

アンケート調査の実施について 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

日頃より、本会の会務運営につきましてご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、社会保険診療報酬の所得計算の特例（四段階税制）につきましては、小規模医療

機関の事務負担を軽減することにより経営の安定を図り、地域医療に専念できるようにす

るための税制として、本会は従前よりその存続を強く求め堅持してまいりました。 

 

今般、厚生労働省より本会に対し、四段階税制の利用状況等を把握するため、アンケー

ト調査への協力依頼がございました。 

四段階税制存続のためには、その利用実態を把握した上で、関係各所と折衝することが

重要であり不可欠です。そこで、本会は、厚生労働省と共同で「社会保険診療報酬の所得

計算の特例の利用状況等に関する調査」を下記により実施することと致しました。 

この度の調査にあたり、全国の日本医師会会員医療機関の中から無作為抽出した結果、

貴医療機関が調査対象として抽出されました。 

つきましては、ご多忙の折、誠に恐れ入りますが、同封の調査票に令和５年分の四段階

税制の利用状況等をご回答の上、同封の返信用封筒で令和７年３月25日までにご返送くだ

さいますよう、お願い申し上げます。 

 

なお、本調査は、四段階税制を利用されていない医療機関からのご回答も大変重要です

（ただし、回答いただく設問は限定的です）ので、四段階税制の適用の有無にかかわらず、

ご回答を賜りますよう、何卒お願い申し上げます。 

 

敬具 

miyazawa
テキストボックス
別添
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記 
 

社会保険診療報酬の所得計算の特例（四段階税制）の利用状況等に関する調査 
 
１． 調査の目的 

医療機関における社会保険診療報酬の所得計算の特例（四段階税制）の利用状況等を
把握し、本制度の存続の必要性を明らかにし、税制要望の基礎資料とする。 

 
２．調査対象 

日本医師会Ａ①会員より、個人立の無床診療所（開設者または管理者）4,500 件 
層化無作為抽出により、診療所所在地が「政令指定都市・東京都特別区」、「中核市・

特例市」、「過疎地域」、「その他の地域」の区分別に各 1,125 件、計 4,500 件を抽出 
 

３．調査内容（詳細は調査票参照） 
令和 5 年分の社会保険診療報酬の所得計算の特例の利用状況等（収入金額、必要経費

額、所得金額、特例適用に伴う概算経費額および措置法差額、制度の必要性、他） 
 

４．ご回答、ご提出方法 
同封の調査票にご回答の上、返信用封筒により日本医師会に直接ご返送ください。 

 
５．ご提出期限  令和 7 年 3 月 25 日（火）  
 
６．同封物 

 依頼文（本紙） 
 調査票（A3 用紙） 
 参考資料（参考①～⑧） 
 返信用封筒 

 
７．その他 

集計・分析は日本医師会及び厚生労働省が行います。 
今回は、無記名のアンケートです。本会は厚生労働省に対して、無記名の回答データ

を提供します。また、回答者の推知につながる形で結果を公表することはありません。 
税務申告を会計事務所に依頼されている場合は、ご回答に際し、必要に応じて会計事

務所に確認・相談されることをお勧めします。なお、誠に申し訳ございませんが、謝礼
はございませんので、会員各位に費用が発生しない範囲でご協力いただければ幸甚です。 

 
８．お問合せ先 

日本医師会 医業経営支援課（担当：宮澤） 
TEL：０３（３９４２）６５１９（直通、９：３０～１７：３０） 
FAX：０３（３９４２）６５０３ メールアドレス：zeikei@po.med.or.jp     

 以 上 

調査票の〈問６〉については、調査票にご記入いただくか、

指定の資料を同封いただくかの、何れかの方法でご回答く

ださい。その際の記入要領または同封いただくべき資料に

ついては参考資料の「参考①～⑥」をご参照ください。 



令和５年(1月～12月）の状況についてお伺いします。

（１） 医療機関の所在地について、あてはまるもの１つに〇をつけてください。

問１（１）副問.　（「1.過疎地域」に○をつけた方へ）可能な限りで、市町村名をご記入ください。

（２） 院長の年齢について、あてはまるもの１つに〇をつけてください。

（３） 令和５年１月時点の医療機関の開業年数について、あてはまるもの１つに○をつけてください。

（４） 会計帳簿の主たる記帳者について、あてはまるもの１つに○をつけてください。

（５） 社会保険診療収入（注）は、５,000万円以下ですか。あてはまるもの１つに〇をつけてください。

（注）社会保険診療報酬支払基金からの収入だけでなく、国民健康保険団体連合会からの収入や介護保険収入等も含みます。

（６） 医業に係る収入金額は、7,000万円以下ですか。あてはまるもの１つに〇をつけてください。

（７） 令和５年(1月～12月）は一年を通じて診療しましたか。あてはまるもの１つに〇をつけてください。

令和７年２月
公益社団法人　日本医師会

※２　中核市：人口20万以上の市の申出に基づき政令で指定（62都市）
　　旭川、函館、青森、八戸、いわき、郡山、秋田、盛岡、福島、山形、宇都宮、前橋、水戸、高崎、川口、川越、越谷、八王子、柏、船橋、横須賀、甲府、長野、松
本、金沢、富山、福井、岐阜、一宮、岡崎、豊田、豊橋、大津、吹田、高槻、豊中、寝屋川、東大阪、枚方、八尾、明石、尼崎、西宮、姫路、和歌山、奈良、鳥取、松
江、呉、福山、倉敷、下関、松山、高松、高知、久留米、佐世保、大分、長崎、宮崎、鹿児島、那覇

※３　特例市：特例市制度の廃止（平成27年4月1日施行）の際、現に特例市である市(施行時特例市）（23都市）
　　伊勢崎、太田、つくば、春日部、熊谷、草加、厚木、小田原、平塚、茅ヶ崎、所沢、大和、上越、長岡、沼津、富士、春日井、四日市、茨木、岸和田、加古川、宝
塚、佐賀

※４　政令指定都市：人口50万以上の市のうちから政令で指定（20都市）
　　札幌、仙台、さいたま、千葉、横浜、川崎、相模原、新潟、静岡、浜松、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、岡山、広島、北九州、福岡、熊本

　1.　30歳未満　　　　　2.　30歳代　　　　　3.　40歳代　　　　　4.　50歳代　　　　　5.　60歳代　　6.　70歳代以上

　1.　５年以内　　　　　2.　５～10年　　　　　3.　10～20年　　　　　4.　20年～30年　　　　　5.　30年超

　1.　院　長（本　人）　　　　　2.　家　族　　　　　3.　従　業　員　　　　　4.　そ　の　他　（　　　　　　　　　　　　　）

<問１>

　１.  過疎地域（※１）　　　　　　　　　２.  ＜１.＞＜3.＞＜4.＞以外の地方市・町村

　３.　中核市・特例市（※２、３）　　　４.　東京都 特別区・政令指定都市（※４）

社会保険診療報酬の所得計算の特例の利用状況等に関する調査

※１　過疎地域：過疎地域自立促進特別措置法に基づく「全部過疎」に該当する市町村（713都市）
　　別紙「参考資料」参考⑧で該当するかご参照ください。

　2.　いいえ。（期中開業、期中法人化、期中廃業などにより）　　→　これで終了です。ご協力ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 調査票をご返送ください。

　1.　はい。　→　（６）にお進みください。

　2.　いいえ。　→　これで終了です。ご協力ありがとうございました。調査票をご返送ください。

　1.　はい。　→　（７）にお進みください。

　2.　いいえ。　→　これで終了です。ご協力ありがとうございました。調査票をご返送ください。

　1.　はい。→　＜問２＞にお進みください。

回答期限：３月２５日（火）

この調査は、社会保険診療報酬の所得計算の特例（いわゆる四段階税制）について、その実態を把握するために
実施しております。

何卒、ご理解ご協力をお願い申し上げます。
・質問は、最大問９までの全４頁です。

・お答えは、黒鉛筆又は黒もしくは青のボールペンで記入し、あてはまる回答についている数字を○で囲んでいただく場合と、

マスの中に数字を記入する場合があります。「その他」にあてはまる場合は、数字を○で囲み、（ ）内に具体的な内容を記入

してください。

・ご回答いただきました調査票は、同封いたしました返送用封筒に入れて、３月２５日（火）までにご返送願います。

・税務申告を会計事務所（税理士等）に依頼されていて、ご不明な点等がある場合は、会計事務所（税理士等）に確認・相談され

ることをお勧め致します。

● ＜問２＞～＜問７＞は、社会保険診療収入が５，０００万円以下かつ医業収入が７,０００万以下
(事業月数が12ヶ月未満の場合を除く。）の医療機関のみ、ご記入ください。
＜問８＞及び＜問９＞は、社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用している医療機関のみ、ご記入ください。

●令和５年分の確定申告書等をご確認の上、調査事項にお答えください。
なお、税務申告を会計事務所（税理士等）に依頼されている場合は、資料等について、

会計事務所に確認・相談されることをお勧め致します。

ただし、＜問７＞及び＜問９＞につきましては、院長など診療所の事情に通じた方に
ご記入いただきますようお願いいたします。

市町村名：

1

miyazawa
テキストボックス
別添



主たる診療科目（収入上の主たる診療科目）１つだけに○をつけてください。（複数選択不可）

　１.内科 ２.皮膚科 ３. 小児科 ４. 精神科・心療内科 ５.外科

　６. 整形外科 ７.眼科 ８.耳鼻咽喉科 ９.産科・産婦人科 １０.その他

　1.　会計事務所による記帳に関する助言・点検を受ける機会がある。

　2.　会計事務所による記帳に関する助言・点検を受けていない（書類作成のみの依頼を含む）。

　３.　会計事務所の関与はない。

　４.　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

<問５>

（１）青色・白色申告区分について、あてはまるものに1つに○をつけてください。

（２）（問５（１）で、「１．青色申告」とお答えの方へ）

青色申告を行っている場合の記帳について、あてはまるものに１つに○をつけてください。

　1.　青色申告（→＜（２）＞にお進みください） 　2.　白色申告（→＜（３）＞にお進みください）

人人

非常勤従事者
（非常勤従事者は常勤換算で、

小数点第１位(２位以下は
四捨五入）まで記入してください）

 
2.　簡易簿記による記帳（→＜（３）＞にお進みください） 1.　正規の簿記の原則（一般的には複式簿記）による記帳

　（→＜（３）＞にお進みください）

令和５年における、青色・白色申告区分及び社会保険診療報酬の所得計算の特例（いわゆる四段階税制）適
用の有無についておうかがいします。

<問４> 令和５年分の会計事務所(税理士等）の関与度合について、あてはまるもの１つに○をつけてくだ
さい。（複数回答不可）

（３）社会保険診療報酬の所得計算の特例(※)適用の有無について、あてはまるもの
　　　１つに〇をつけてください。(※制度の概要は、参考資料をご参照ください。)

　1.　適用 　2.　非適用

区       分

医師

医師以外に
経理事務担当者

（他の業務との兼務含む）
は何人いますか。

その他

常勤従事者 人

＜問２～問７＞は、社会保険診療収入が５，０００万円以下かつ医業収入が７,０００万以下(令和５年の事業月数が
12ヶ月未満の場合を除く。）の医療機関のみご記入ください。
※＜問８及び問９＞は、社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用している医療機関のみご記入ください。

<問２>

<問３> あなたを含め、次の項目にあてはまる方について人数をご記入ください。

人

非常勤従事者の常勤換算については以下の計算式で算出してください。

・１週間に数回の勤務の場合：
非常勤職員の１週間の勤務時間÷施設が定めている１週間の勤務時間

・１か月に数回の勤務の場合：
非常勤職員の１か月の勤務時間÷（施設が定めている１週間の勤務時間×４）

上記計算式によって得られた数値を、小数点以下第2 位を四捨五入して、小数点第1 位まで計上してください。
得られた結果が0.1 に満たない場合は、「0.1」と計上してください。

(A) (B)

(C) (D)

○青色申告： 原則として正規の簿記の原則（一般的には複式簿記）の記帳を行わなければなりませんが、

簡易簿記で記帳してよいことになっています。

※青色申告のうち簡易簿記の場合、最高55万の青色申告特別控除の適用は受けられません。

（最高10万円の青色申告特別控除の適用は受けられます。）

○白色申告： 平成26年以降、全ての事業者について記帳義務が課されることになりましたので、法廷帳簿を

備え付けて、収入金額や必要経費に関する事項を記帳する必要があります。

○正規の簿記の原則：損益計算書と貸借対照表が導き出せる組織的な簿記の方式をいい、一般的には複式簿記をいいます。
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＊別紙「参考資料」をご参照ください。
（１）白色申告の場合

①「収支内訳書(一般用）」（１ページ目のみ）　→　参考①

（２）青色申告の場合

①「青色申告決算書（一般用）」（１ページ目のみ）　→　参考④

②「所得税青色申告決算書（一般用）付表《医師および歯科医師用》」（表と裏）→参考⑤⑥

＊なお、上記資料写しを同封していただけない場合は、参考資料をご参照の上、以下（イ）～（へ）をご記入ください。
（上記資料写しを同封していただいた場合は、記入不要です。）

(ｲ) (ﾛ) (ﾊ)

(ﾆ)

(ﾎ)

(ﾍ)

　2.　所得計算の特例措置の詳細を知らなかったから。

　3.　税の申告については、会計を専門に担当する従業員や会計事務所(税理士等）に任せているから。

　4.　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

＜問８＞及び＜問９＞は、社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用している医療機関のみご回
答をお願いいたします。

社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用していない場合（＜問５＞（３）で「２.非適用」を選択され
た方）は、これで終了です。ご協力ありがとうございました。調査票をご返送ください。

　3.　これまで社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用してきたから（例年、本特例を適用している。）。

　4.　税の申告については、会計を専門に担当する従業員や会計事務所(税理士等）に任せているから。

　5.　その他（具体的に：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　1.　概算経費額（特例経費額）よりも、実際にかかった必要経費額の方が多いから。

措置法差額：実際にかかった必要経費額と概算経費額との差額
（社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用の場合のみ）

円

<問７> 社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用している、あるいは適用していない理由を、ご記入ください。
（院長など診療所の事情に通じた方がご記入下さい）

　1.　実際にかかった必要経費額を厳密に計算しなくて済み、事務負担が軽減されるから。

（２）適用していない理由として、あてはまるもの全てに○をつけてください。（複数選択可）
　　※＜問５＞（３）で「２.非適用」を選択された方がご記入ください。）

（１）適用している理由として、あてはまるもの全てに○をつけてください。（複数選択可）
　　※＜問５＞（３）で「１.適用」を選択された方がご記入ください。

<問６> 令和５年分の確定申告における、以下の資料の写しを、個人情報を黒塗りの上、返信用封筒に同封してくだ
さい。

②「収支内訳書(一般用）付表《医師および歯科医師用》」（表と裏）　→　参考②③

青色申告特別控除
(青色申告のみ)

　2.　実際にかかった必要経費額よりも、概算経費額（特例経費額）の方が多いから。

円

所得金額
円

収入金額

社会保険診療収入
(国保・社保・
介護保険等）

自由診療収入 雑収入 計

円 円 円
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（１）

　1.　休日診療・夜間診療・救急診療等に対応している。

　2.　母子保健、乳幼児保健（周産期医療産等）を実施している。

（２）

　2.　事務負担が増えるため、その分の事務コスト（人件費、会計ソフトの導入費、会計事務所への外注費等）を増やす
　　 必要があるが、既存コストに加えて、そうした追加の事務コストを支払うことは、経営上の理由により困難。
　  ※医療従事者(院長除く）の人件費など既存コストの削減を行うことは難しい。

 　3． 事務負担が増える一方で、既存の人員は医療機関特有の業務（診療録の作成、レセプト請求等）で手一杯であり、
　　　税制申告・会計事務について専門の知識を習得する（又は従業員等に習得させる）ための余力がない。

 　4． 既に会計事務所の関与があること等により事務負担増とはならないものの、医療機器等の設備の購入や更新等に
　　　使える資金が減少する。

 　5.　その他

　2.　現在のような医療の提供が困難となる恐れがある。（→　問９（２）副問にお進みください。）

　
　3.　事業に与える上記　１　及び　２　のような影響はない。
　　 （例 ・影響はあるが不要不急の支出に充てる資金が少なくなるに過ぎない。）
　 　よろしければ具体的な内容をご記入ください。

　4.　その他

問９（２）副問.
（ 問９（２）で　「2.現在のような医療の提供が困難となる恐れがある」に○をつけた方へ）
　　　　　　　　その原因について、あてはまるもの全てに○をつけてください。（複数選択可）

　1.　事務負担が増えるため、増えた事務に対するマンパワーを確保をする必要があるが、
　　 地域的に人材不足で、追加のマンパワーの確保が難しいことから、院長自身の事務作業の負担が増加する。

　5.　定期的に都道府県や地方厚生局等に対して、医療機能情報や施設基準、保険外併用療養の実施状況等について
　　　報告等を行う等、医療機関特有の義務となる医療事務の負担が大きい。

　6. 地域的に人材不足で、会計を専門に担当する従業員を雇うことや会計事務所（税理士等）に依頼する余力がない。

　7. 経営が苦しいため、会計を専門に担当する従業員を雇うことや会計事務所（税理士等）に依頼する余力がない。

　8.　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

社会保険診療報酬の所得計算の特例が仮になくなった場合に、あてはまるもの全てに○をつけてください。
（複数選択可）

　1.　事業の継続ができなくなる恐れがある。

実際にかかった必要経費額を、どの程度厳密に記帳（計算）していますか。
あてはまるもの１つに○をつけてください。（複数回答不可）

　1.　必要経費額を正確に記帳している。　（→　（２）にお進みください。）

　2.　必要経費額を厳密に記帳することは困難である。　（→　（１）副問にお進みください。）
　※申告の際に、概算経費率を適用する際に提出する様式に記載の方法を用いて実額経費を計算している場合を含みます。

問９（１）副問
（問９（１）で　「2.　必要経費額を厳密に記帳することは困難である。」に○をつけた方へ）
その原因について、あてはまるもの全てに○をつけてください。（複数選択可）

　3.　地域において自院以外に医療機関が少ない等の理由から、往診等を積極的に行う必要がある。

　4.　診療報酬を請求するための業務（診療報酬明細書（レセプト）の作成・点検、診療報酬の計算、請求内容の確認）を行う
　　　必要があり、収入を得るに当たって必要な医療機関特有の事務の負担が大きい。

　1.　公的な健診・予防接種が主である。

　2.　分娩など産科関連が主である。

　3.　いわゆる美容医療が主である。

　4.　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

<問９> 税の申告・会計事務についておうかがいします。
社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用している方のみご記入ください。
(院長など診療所の事情に通じた方がご記入下さい）

<問８>
社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用している方のみご記入ください。
主な自由診療収入の内容について、あてはまるもの１つに○をつけてください。（複数回答不可）

具体的に：

具体的に：

具体的に：

以上で終了です。ご協力ありがとうございました。「調査票」を、●月●日（●）までにご返信願います。
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参考① 1

参考② 2

参考③ 3

参考④ 4

参考⑤ 5

参考⑥ 6

7

8～10

参考⑦　社会保険診療報酬の所得計算の特例措置（いわゆる四段階税制）の概要

参考⑧　過疎地域一覧

参考資料
白
色
申
告

収支内訳書（一般用）

収支内訳書（一般用）付表≪医師及び歯科医師用≫表

収支内訳書（一般用）付表≪医師及び歯科医師用≫裏

青
色
申
告

所得税青色申告決算書（一般用）

所得税青色申告決算書付表（一般書）≪医師及び歯科医師用≫表

所得税青色申告決算書付表（一般書）≪医師及び歯科医師用≫裏

miyazawa
テキストボックス
別添



１

参考①

㉑の金額を調査票の＜問６＞（ホ）にご記入ください



C＋Dの金額を調査票の＜問６＞（イ）にご記入くださ

２

参考②

Eの金額を調査票の＜問６＞（ロ）にご記入ください

この金額を調査票の＜問６＞（ハ）にご記入ください



参考③

３

この金額を調査票の＜問６＞（へ）にご記入くださ



４

参考④

㊺の金額を調査票の＜問６＞（ホ）にご記入ください

㊹の金額を調査票の＜問６＞（二）にご記入ください



C＋Dの金額を調査票の＜問６＞（イ）にご記入ください

５

参考⑤

Eの金額を調査票の＜問６＞（ロ）にご記入ください

この金額を調査票の＜問６＞（ハ）にご記入ください



参考⑥

６この金額を調査票の＜問６＞（へ）にご記入ください



参考⑦

７



1 小樽市 26 江差町 51 由仁町 76 音威子府村 101 置戸町 126 新得町
2 夕張市 27 上ノ国町 52 長沼町 77 中川町 102 佐呂間町 127 清水町
3 留萌市 28 厚沢部町 53 栗山町 78 幌加内町 103 遠軽町 128 更別村
4 稚内市 29 乙部町 54 月形町 79 増毛町 104 湧別町 129 大樹町
5 美唄市 30 奥尻町 55 浦臼町 80 小平町 105 滝上町 130 広尾町
6 芦別市 31 今金町 56 新十津川町 81 苫前町 106 興部町 131 池田町
7 赤平市 32 せたな町 57 妹背牛町 82 羽幌町 107 西興部村 132 豊頃町
8 紋別市 33 島牧村 58 秩父別町 83 初山別村 108 雄武町 133 本別町
9 士別市 34 寿都町 59 雨竜町 84 遠別町 109 大空町 134 足寄町
10 名寄市 35 黒松内町 60 北竜町 85 天塩町 110 豊浦町 135 陸別町
11 三笠市 36 蘭越町 61 沼田町 86 猿払村 111 壮瞥町 136 浦幌町
12 根室市 37 ニセコ町 62 鷹栖町 87 浜頓別町 112 白老町 137 厚岸町
13 砂川市 38 真狩村 63 当麻町 88 中頓別町 113 厚真町 138 浜中町
14 歌志内市 39 留寿都村 64 比布町 89 枝幸町 114 洞爺湖町 139 標茶町
15 深川市 40 喜茂別町 65 愛別町 90 豊富町 115 安平町 140 弟子屈町
16 富良野市 41 共和町 66 上川町 91 礼文町 116 むかわ町 141 鶴居村
17 新篠津村 42 岩内町 67 美瑛町 92 利尻町 117 日高町 142 白糠町
18 松前町 43 神恵内村 68 上富良野町 93 利尻富士町 118 平取町 143 別海町
19 福島町 44 積丹町 69 中富良野町 94 幌延町 119 新冠町 144 標津町
20 知内町 45 古平町 70 南富良野町 95 美幌町 120 浦河町 145 羅臼町
21 木古内町 46 仁木町 71 占冠村 96 津別町 121 様似町
22 鹿部町 47 余市町 72 和寒町 97 斜里町 122 えりも町
23 森町 48 赤井川村 73 剣淵町 98 清里町 123 新ひだか町
24 八雲町 49 奈井江町 74 下川町 99 小清水町 124 上士幌町
25 長万部町 50 上砂川町 75 美深町 100 訓子府町 125 鹿追町

26 新郷村 50 七ケ宿町 75 八郎潟町 125 小野町
1 五所川原市 51 川崎町 76 井川町 100 喜多方市 126 川内村
2 つがる市 27 宮古市 52 丸森町 77 美郷町 101 田村市 127 浪江町
3 平内町 28 大船渡市 53 山元町 78 羽後町 102 国見町 128 葛尾村
4 今別町 29 遠野市 54 松島町 79 東成瀬村 103 川俣町 129 飯舘村
5 蓬田村 30 陸前高田市 55 大郷町 104 天栄村
6 外ヶ浜町 31 釜石市 56 加美町 80 上山市 105 下郷町 130 加茂市
7 鰺ケ沢町 32 二戸市 57 涌谷町 81 村山市 106 檜枝岐村 131 十日町市
8 深浦町 33 八幡平市 58 南三陸町 82 尾花沢市 107 只見町 132 村上市
9 西目屋村 34 葛巻町 秋田県 83 西川町 108 南会津町 133 糸魚川市
10 大鰐町 35 岩手町 59 能代市 84 朝日町 109 北塩原村 134 妙高市
11 田舎館村 36 西和賀町 60 横手市 85 大江町 110 西会津町 135 佐渡市
12 板柳町 37 住田町 61 大館市 86 大石田町 111 磐梯町 136 魚沼市
13 鶴田町 38 大槌町 62 男鹿市 87 金山町 112 猪苗代町 137 阿賀町
14 中泊町 39 山田町 63 湯沢市 88 最上町 113 会津坂下町 138 出雲崎町
15 野辺地町 40 岩泉町 64 鹿角市 89 舟形町 114 柳津町 139 津南町
16 七戸町 41 田野畑村 65 大仙市 90 真室川町 115 三島町 140 関川村
17 横浜町 42 普代村 66 北秋田市 91 大蔵村 116 金山町 141 粟島浦村
18 東北町 43 軽米町 67 にかほ市 92 鮭川村 117 昭和村
19 大間町 44 野田村 68 仙北市 93 戸沢村 118 会津美里町
20 風間浦村 45 九戸村 69 小坂町 94 川西町 119 矢祭町
21 佐井村 46 洋野町 70 上小阿仁村 95 小国町 120 塙町
22 三戸町 47 一戸町 71 藤里町 96 白鷹町 121 鮫川村
23 五戸町 宮城県 72 三種町 97 飯豊町 122 石川町
24 田子町 48 気仙沼市 73 八峰町 98 庄内町 123 平田村
25 南部町 49 栗原市 74 五城目町 99 遊佐町 124 古殿町

過疎地域一覧

東北

青森県

新潟県

※出典：総務省　令和 4 年 4 月「過疎関係市町村都道府県別分布図」より「全部過疎」を抜粋
※令和２年国勢調査結果に基づき異動のある市町村を含む

山形県

岩手県
福島県

北海道

参考⑧

８



過疎地域一覧 参考⑧

23 小鹿野町 45 南部町 70 麻績村 93 勝山市 三重県
1 稲敷市 24 東秩父村 46 道志村 71 生坂村 94 池田町 116 尾鷲市
2 桜川市 千葉県 47 小菅村 72 筑北村 95 南越前町 117 鳥羽市
3 行方市 25 勝浦市 48 丹波山村 73 小谷村 岐阜県 118 熊野市
4 大子町 26 南房総市 長野県 74 山ノ内町 96 飛騨市 119 志摩市
5 河内町 27 東庄町 49 大町市 75 木島平村 97 郡上市 120 大台町
6 利根町 28 九十九里町 50 飯山市 76 野沢温泉村 98 下呂市 121 大紀町

29 長南町 51 小海町 77 信濃町 99 関ケ原町 122 南伊勢町
7 那須烏山市 30 大多喜町 52 北相木村 78 小川村 100 揖斐川町 123 紀北町
8 茂木町 31 鋸南町 53 佐久穂町 79 飯綱町 101 七宗町
9 塩谷町 東京都 54 立科町 80 栄村 102 八百津町
10 那珂川町 32 檜原村 55 長和町 富山県 103 白川町

33 奥多摩町 56 中川村 81 氷見市 104 東白川村
11 神流町 34 大島町 57 阿南町 82 南砺市 105 白川村
12 下仁田町 35 新島村 58 平谷村 83 朝日町 静岡県
13 南牧村 36 三宅村 59 根羽村 石川県 106 下田市
14 中之条町 37 八丈町 60 売木村 84 七尾市 107 伊豆市
15 長野原町 38 青ケ島村 61 天龍村 91 輪島市 108 河津町
16 高山村 神奈川県 62 泰阜村 86 珠洲市 109 南伊豆町
17 東吾妻町 39 真鶴町 63 大鹿村 87 羽咋市 110 松崎町
18 片品村 山梨県 64 上松町 88 宝達志水町 111 西伊豆町
19 みなかみ町 40 上野原市 65 南木曽町 89 中能登町 112 川根本町

41 甲州市 66 木祖村 90 穴水町 愛知県
20 ときがわ町 42 市川三郷町 67 王滝村 117 能登町 113 設楽町
21 皆野町 43 早川町 68 大桑村 114 東栄町
22 長瀞町 44 身延町 69 木曽町 92 大野市 115 豊根村

27 宇陀市 57 太地町 86 隠岐の島町 114 周防大島町 142 鬼北町
1 甲良町 28 山添村 58 古座川町 岡山県 115 上関町 143 愛南町

29 三宅町 59 北山村 87 高梁市 116 阿武町 高知県
2 綾部市 30 曽爾村 60 串本町 88 新見市 徳島県 144 室戸市
3 宮津市 31 御杖村 鳥取県 89 備前市 117 美馬市 145 安芸市
4 京丹後市 32 高取町 61 岩美町 90 真庭市 118 三好市 146 須崎市
5 笠置町 33 明日香村 62 若桜町 91 美作市 119 勝浦町 147 宿毛市
6 和束町 34 吉野町 63 智頭町 92 和気町 120 上勝町 148 土佐清水市
7 南山城村 35 下市町 64 八頭町 93 矢掛町 121 佐那河内村 149 香美市
8 京丹波町 36 黒滝村 65 三朝町 94 新庄村 122 神山町 150 東洋町
9 伊根町 37 天川村 66 琴浦町 95 鏡野町 123 那賀町 151 奈半利町
10 与謝野町 38 野迫川村 67 大山町 96 奈義町 124 牟岐町 152 田野町

39 十津川村 68 日南町 97 西粟倉村 125 美波町 153 安田町
11 豊能町 40 下北山村 69 日野町 98 久米南町 126 海陽町 154 北川村
12 能勢町 41 上北山村 70 江府町 99 美咲町 127 つるぎ町 155 馬路村
13 岬町 42 川上村 島根県 100 吉備中央町 香川県 156 本山町
14 千早赤阪村 43 東吉野村 71 益田市 広島県 128 東かがわ市 157 大豊町

和歌山県 72 大田市 101 府中市 129 土庄町 158 土佐町
15 洲本市 44 新宮市 73 安来市 102 三次市 130 小豆島町 159 大川村
16 養父市 45 紀美野町 74 江津市 103 庄原市 131 直島町 160 いの町
17 淡路市 46 かつらぎ町 75 雲南市 104 安芸高田市 132 琴平町 161 仁淀川町
18 宍粟市 47 九度山町 76 奥出雲町 105 江田島市 133 まんのう町 162 中土佐町
19 多可町 48 高野町 77 飯南町 106 安芸太田町 163 越知町
20 市川町 49 湯浅町 78 川本町 107 北広島町 134 宇和島市 164 檮原町
21 神河町 50 広川町 79 美郷町 108 大崎上島町 135 八幡浜市 165 津野町
22 佐用町 51 美浜町 80 邑南町 109 世羅町 136 大洲市 166 四万十町
23 香美町 52 由良町 81 津和野町 110 神石高原町 137 西予市 167 大月町
24 新温泉町 53 印南町 82 吉賀町 138 上島町 168 三原村

奈良県 54 日高川町 83 海士町 111 萩市 139 久万高原町 169 黒潮町
25 五條市 55 すさみ町 84 西ノ島町 112 長門市 140 内子町
26 御所市 56 那智勝浦町 85 知夫村 113 美祢市 141 松野町

近畿 / 中国 / 四国

関東 / 東海・北陸

茨城県

滋賀県

福井県

栃木県

群馬県

埼玉県

愛媛県

兵庫県

山口県

京都府

大阪府

９



過疎地域一覧 参考⑧

福岡県 長崎県 47 高森町 71 九重町 94 奄美市 119 知名町
1 田川市 24 島原市 48 南阿蘇村 72 玖珠町 95 南九州市 120 与論町
2 八女市 25 平戸市 49 甲佐町 宮崎県 96 伊佐市 沖縄県
3 嘉麻市 26 松浦市 50 山都町 73 日南市 97 三島村 121 国頭村
4 みやま市 27 対馬市 51 芦北町 74 串間市 98 十島村 122 大宜味村
5 芦屋町 28 壱岐市 52 津奈木町 75 えびの市 99 さつま町 123 東村
6 小竹町 29 五島市 53 多良木町 76 高原町 100 長島町 124 本部町
7 鞍手町 30 西海市 54 湯前町 77 西米良村 101 湧水町 125 伊江村
8 東峰村 31 雲仙市 55 水上村 78 都農町 102 大崎町 126 渡嘉敷村
9 香春町 32 南島原市 56 相良村 79 諸塚村 103 東串良町 127 座間味村
10 添田町 33 東彼杵町 57 五木村 80 椎葉村 104 錦江町 128 粟国村
11 糸田町 34 小値賀町 58 山江村 81 美郷町 105 南大隅町 129 渡名喜村
12 川崎町 35 新上五島町 59 球磨村 82 高千穂町 106 肝付町 130 南大東村
13 大任町 熊本県 60 あさぎり町 83 日之影町 107 中種子町 131 伊平屋村
14 赤村 36 人吉市 61 苓北町 84 五ヶ瀬町 108 南種子町 132 伊是名村
15 福智町 37 水俣市 大分県 鹿児島県 109 屋久島町 133 久米島町
16 みやこ町 38 上天草市 62 日田市 85 枕崎市 110 大和村 134 多良間村
17 上毛町 39 阿蘇市 63 佐伯市 86 阿久根市 111 宇検村 135 与那国町
18 築上町 40 天草市 64 臼杵市 87 指宿市 112 瀬戸内町

佐賀県 41 美里町 65 津久見市 88 西之表市 113 龍郷町
19 多久市 42 南関町 66 竹田市 89 垂水市 114 喜界町
20 大町町 43 和水町 67 豊後高田市 90 曽於市 115 徳之島町
21 江北町 44 南小国町 68 豊後大野市 91 いちき串木野市 116 天城町
22 白石町 45 小国町 69 国東市 92 南さつま市 117 伊仙町
23 太良町 46 産山村 70 姫島村 93 志布志市 118 和泊町

九州

９
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